
1015-1 

■ 会 長 報 告            村松 章隆君  
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中山 恵喜君
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【｛２０１２-２０１３年度ＲＩテーマ】

 
みなさんこんにちは！ 先週は、江碕職業奉仕

委員長の企画で、焼津市の葵サンプル様での職場

訪問例会を行いました。会員及び家族の方も参加

して頂き楽しい貴重な経験をさせていただきま

した。江﨑委員長お疲れ様でした。 

又、来る 10 月 31 日には、第 2620 地区第 5 分区

による親睦ゴルフコンペが島田カントリークラ

ブで行います。参加者は 54 名で、当クラブでは、

4人の会員が参加されます。 

早い話かもしれませんが、会員親睦旅行の場所

日時等、早く決めて欲しいと会員の方より催促が

ありました。近場で、ローコスト、沢山の方の出

席を期待しておりますので、近々に報告出来る様

に、検討に入っております。 

さて本日は、藁品会員の会員卓話になっており

ます。興味深いお話が聞けると思いますので、後

程、よろしくお願いします。以上、会長挨拶とさ

せていただきます。 

■ 幹 事 報 告            内山 淑夫君         

• 第２６２０地区より 

１１月のロータリーレートのお知らせが届い

ております。１ドル＝８０円です。 

• 第２６２０地区より 

ＧＳＥチーム到着のお知らせが届いておりま

す。 

• 第２６２０地区より 

地区大会「新世代フォーラム」の講師紹介が届

いております。 

• 第２６２０地区より 

第３４回バギオ訪問交流の旅のご案内が届い

ております。 

 

 

• 第２６２０地区より 

ハイライトよねやま１５１号が届いておりま

す。 

• 藤枝市国際友好協会より 

 会報が届いております。 

■ 出 席 報 告                望月 誠君       
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

36／43 83.72％ 37／43 86.04％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○伊藤恒君 ○植田君 ○漆畑君 ○森竹君 
池谷君 川口君 藪崎君  
(２)メークアップ者 
漆畑 雄一郎君（静岡北）  

■ スマイルＢＯＸ          望月 誠君      

• 結婚記念日の品ありがとうございました。半年

以上休んで、申し訳ありません。来月から出席

できるよう考えていますので、よろしくお願い

します。                       伊藤 彰彦君 
• 先週の金曜日の静岡新聞朝刊に私の会社が紹

介されました。お陰様で反響が大きく、好評販

売中です。                    村松 章隆君 

スマイル累計額  ２９３，７３２円 

■ 会 員 卓 話                      

 

藁品 元行君 
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「中小企業金融円滑化法」の出口戦略について 
平成 21 年 12 月に中小企業金融円滑化法が施

行されて 3 年目を向かえております。この法律は、

平成 25 年 3 月末に期限が到来する予定となって

います。平成 23 年 1 月には、金融庁から「貸付

条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し実効

性ある経営再建計画を策定・実行することが重

要」との方針が打ち出されております。 
各金融機関は、この方針を受けて「貸付条件の

変更を行った先が実抜計画といわれる経営改善

計画を策定できるか？」「経営再建計画のとおり、

業績が改善傾向にあるか？」など、経営改善に向

けたアドバイスや支援を積極的に実施していく

中で、中小企業の皆さまと共に経営改善を実現で

きるように取り組んでいます。 
＜金融円滑化法の現状＞ 
平成 24 年 3 月末現在での状況は、全国ベース

で、申込件数 350 万件、93 兆円、中小事業者数

にして 30～40 万社となっています。 
＜金融機関に求められるコンサルティング機能

の一層の発揮＞ 
平成 24 年 4 月には、内閣府・金融庁・中小企

業庁から「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏

まえた中小企業の経営支援のための政策パッケ

ージ」が発表されました。 
これによると、金融機関には自助努力による経

営改善、抜本的な事業再生、業種転換、事業承継

による経営改善が見込まれる先に対して、必要に

応じて、外部専門家（公認会計士、弁護士、税理

士、中小企業診断士など）や、外部機関（各都道

府県にある中小企業再生支援協議会など）、中小

企業関連団体（商工会、商工会議所など）、他の

金融機関、信用保証協会などとの連携を強化する

ような体制を整備することが求められています。 
このような体制のもとで、各金融機関が今まで

以上にコンサルティング機能を発揮し、中小事業

者の皆様の経営が改善するように、最大限サポー

トできるように取組んでいます。 
＜中小企業経営者の皆さんが経営改善を実現す

るために大切なこと＞ 
金融円滑化法の指針には「何よりもまず、債務

者自身が、自らの本質的な経営課題を正確かつ十

分に認識し、経営課題に対して真正面から向き合

った上で、意欲的に経営者自らが主体性を持って

取組んでいくことが重要」と記載されています。 

会社の経営改善を実現するには、経営者の皆さ

んの再建意欲と経営課題の解決に向けてチャレ

ンジしていくことが最も重要です。ポイントは、

プラン（計画）・ドゥー（実行）・チェック（確認）・

アクション（行動）といった「ＰＤＣＡサイクル」

を実践するために、月次試算表などによる「スピ

ーディな経営成績の把握」や、必要に応じて「外

部専門家のサポート支援」などを上手に活用して、

現在の経済環境に適した経営感覚を磨いていく

ことです。 
■ 今週の一言   「私の父、母」  桑原 茂君    

昨年 5 月 23 日に天国へ旅立った大好きだった

母のことをお話しさせてもらいます。 
母が生きているときは、母のことなんか全く気に

なりませんでした。でも、天国へ旅立ってしまっ

てからは、毎日のように、母のことが気になりま

す。あの時おふくろはこうしてたなあ～、こんな

こと言ってたなあ～、おふくろだったらきっとこ

うするんだろうなあ～、仕事が一つ決まると、き

っとおふくろが天国からなんかしてくれたのか

なあ～、うれしいことや楽しいことがあると、お

ふくろに報告したいなあ～、嫌なことがあって下

向いて、でも、頑張ろうって思えて・・・そんな

時は、おふくろが背中押してくれたのかなあ～っ

て・・・ 
生きている時に、息子である私に、生き方を教え

てくれたのがおふくろ＝親であったのだといな

くなってから気が付きました。母が教えてくれた

生き方をベースにこれからは自分自身もっとも

っと勉強して、いい人生が送れるように頑張って

いきたいと思います。そして、自分も 3 人の娘た

ちにおふくろと同じように、生き方の一つや二つ

教えてあげられるような親になろうと思います。 

●例会プログラム● 

例会日 クラブ行事 摘要 

10/26(金) 

第 1015 回 
会員卓話 

 

11/2 (金) 

第 1016 回 
新会員自己紹介 

 

11/10（土）

第 1017 回 

野外例会  

花沢の里―満観峰 

 

11/16（金）

第 1018 回 

クラブ研修リーダー

発表 

地区大会

11/18 

11/23(金) 休会 
 

（担当／伊藤恒君） 


